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損害防止サーキュラー No.14-09 
 
 
 
船舶の係船と海上保険の填補 
 
 
船舶の長短期間の係船中にGardの保険を維持す

るために、被保険者は以下の事項を係船計画に含

んだ係船計画を提示せねばならない。 
 
１－係船場所 
係船場所の詳細は気象条件に特に焦点をあてて提

示せねばならない。係船場所は又、現地機関に承

認されてなければならない。ハリケーンの影響する

場所や熱帯地域における係船は特別な検討が条件

とされねばならない。 
 
２－係船・錨泊の配置 
錨泊や係留配置の詳細や維持は陸上や他の船舶

までの距離を含めて提示されねばならない。配置は本船の船級協会かあるいは彼らによって指定された

コンサルタントどちらかによる承認がなされるべきだが他の適格な機関もまた起用してもよい。 
 
海底、最大の風力や風向、陸上と船上のbollard（係柱）、系統だった錨などの情報は計算目的のために

必要となる。一定の張力の下で使用される揚錨機や係船索用ウィンチは頻繁に試験を行い、いついかな

るときでも適切に作動するように確実に整備されていることを条件とせねばならない。 
 
３－船級 
Gardは一般に船級が”laidup”の状態に変更されていることを条件として、保険料の返戻を行う。船級のルールに従って年間のサ
ーベイやその他の法定のサーベイは実施されねばならない。通常の運行状態にある船舶に関するのと同様、係船期間中は常時船級
規定と規則に従うこともまた填補の必要条件であり、そして船級の取り消しは保険填補の終了に至る。  
 
４－最小限の人員配置 
異なる係船状態に対する最小限の乗組員数について船籍国の必要条件は維持されねばならない。もし係船計画に記載されている見
張り要員や通常の保守を第三者に委託するならば、これらの手配についても又、係船計画に記載されねばならない。  
 
５－動力の利用など 
係船計画は又、推進動力の必要性と、係船海域におけるタグの補助の利用を記載すべきである。  
 
６－爆発と火災に対する防御 
すべての貨物タンく 、pump 
room、 や貨物配管は一般原則として係船期間中はガスフリーに保たねばならない。現地機関に承認されるのであるcofferdam
ならば は受け入れられる。ホットワークはガスフリー証明書が本船上に保持されている場合のみ許可される。inerted tank  
 
すべての火災警報システムは係船期間中作動していなければならない。船の通常の消火システムは有効で使用できる状態でなけれ
ばならない。もし固定式消火システムが何らかの理由でCO2タンクから切り離された場合、補完するシステムが作動せねばならず
、船級によって承認されてなければならない。  
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７－浸水に対する事前予防 

使用しないsea overboard valveは閉止しておかねばならない。もしsea water 
cooler/condenserが開放されている場合、sea water connectionは閉鎖されていなければならない。 
バラストタンク、pumproomやビルジの水位は定期的にチェックし、すべてのスペースのビルジ警報システ

ムは通常に作動するように保持されねばならない。 Cold Lay-
upでの係船状態に対する一時的なビルジ警報システムは許容される。すべての水密隔壁とマンホールは

閉止されていなくてはならない。 
 
8―機器類の保守 
係船計画は又、通常使用の状態にない結果としておきる損傷を防ぐために機械やその他の機器類の維

持、保守や作動に関しては製造者の勧告に従う特別な事項を含めておかねばならない。 

以下、主要機器の維持や保守として記載するもの 
● turbocharger、gearやshaftingの配置を含む主機 
● generator用のAuxiliary engines 
● boilers 
● ポンプやcompressorのようなrotating機器 
● 船型による特殊な装置など 
● 周囲の温度や湿度、heaterの使用、減湿器や油の貯蔵などに関係する一般的な要件 

 
９－航海の再開/係船の終了 
係船を完了するときの検査や試験の範囲は係船期間中に行われた保守やその他の維持的な手段の程

度や係船終了の事由（航海、再稼動のためのドッグ、解撤）による。 
Gardの要件は、再稼動のための船級協会による要件に従うことと、係船と再稼動の間、保守や整備に対

する製造者の勧告に従っていることである。 
 
これらのガイドラインは一般的であり船級や政府機関や船籍国によって与えられた要件に置き換えるべき

ものではない。 
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